
随 時 記 者 発 表

項 目
働き方改革関連特別相談窓口の設置について

発 表 月 日 時 分

区 分 等 説明者

資料配付 ３月３０日１４時００分

添 付 資 料 リーフレット「働き方改革関連特別相談窓口」のご案内

発 表 要 旨 道では、働き方改革やテレワークに関する地域の中小企業者等の相

談対応の強化を図るため、本庁及び（総合）振興局に相談窓口を設置

し、国（北海道労働局）と連携した専門家による相談・助言等を行い

ます。

１ 名称等

〔名称〕

・「働き方改革関連特別相談窓口」

〔設置場所（１６ヶ所）〕

・経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室内

・各（総合）振興局産業振興部商工労働観光課内

・後志総合振興局産業振興部商工労働観光課小樽商工労働事務所内

２ 業 務

上記振興局等の窓口において、職員が日常的に相談に対応するほ

か、定期的(月１回程度)に巡回相談日を設けて、専門家による相談

対応を行います。相談日については、事前にお問い合わせ願います。

なお、専門家は、北海道労働局が設置する「北海道働き方改革推

進支援センター」から派遣していただきます。

３ 設置日

令和３年４月１日

日高振興局産業振興部商工労働観光課

担 当 商工労働観光課長 三 浦 正 浩

主査（労働） 鎌 田 康 代

電話 ０１４６－２２－９２８１


